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市民生活部
市民活動支援課

令和５年６月１７日（土）
町会⾧等会議

1

市民活動支援課とは
市民の主体的活動による まちづくり を支援し，

協働して市民生活の向上を推進する。
市民活動支援課の業務分担
【市民活動担当】
・町会やふるさと協議会等に関する支援
・市民公益活動団体等に関する支援
・ふるさと交流都市の促進

【施設担当】
・公共施設（近隣センター，アミュゼ柏，柏市民文化会館）の
管理に関すること

・柏まつりの運営に関すること
2
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地域コーディネーターとは
◎地域活性化の支援や地域と市役所をつなぐエキスパート
目的
様々な分野における地域の“ニーズ“を把握し支援を図る
活動内容
1)ふるさと協議会や地域の会議への出席
2)ふるさと協議会，町会等，地域活動団体のイベントへの参加・手伝い
3)地域の実情の把握，相談受付
4)地域情報の取得から関係部署等への共有
5)地域活動の継続的な見守りサポート
6)ふるさと協議会，町会等の地域活動支援補助金（プラス１０）の相談

3

地域協働を考える会とは
◎2014年に発足した中間支援団体
目的
柏市と協働し、自治会の困りごとや課題について共に考え解決する。
活動内容（市民活動支援課との協働事業）
１）町会等活動講座の開催

★ICT活用講座、課題解決講座、新任町会⾧スタンバイ講座
２）相談窓口事業（電話やメール、ホームページから受付）
３）新任町会⾧勉強会の開催協力（年2回）
４）町会⾧会議の開催協力（年1回）
５）町会等取材活動

★取材結果を元に「活動事例集」「町会等運営ガイドブック」
「コロナ禍における対応事例集」を作成

６）他市との交流
4
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町会・自治会・区等について

町会・自治会・区とは
住民でつくられた自主的な自治組織

柏市の町会等数
２９６（令和５年４月１日現在）

町会等と行政

町会・自治会・区 行政

行政が担うべきことと，町会だからこそ出来ることがあります。
互いに補完し，連携が必要です。

5

市民活動支援課の補助制度
情報を共有し、発信するまちづくり
町会等広報誌・行政連絡物の配布・回覧、掲示板の設置・維持管理 など

災害に強いまちづくり
自主防災組織の結成、防災訓練の実施 など

安全なまちづくり
防犯灯の設置・維持管理、交通安全活動、防犯パトロール など

きれいなまちづくり
ごみ集積所の維持管理、資源品の分別、公園・道路での美化活動 など

安心して健やかに過ごせるまちづくり
独居高齢者世帯の見守り、サロン活動、コミュニティカフェの運営 など

ふれあいのあるまちづくり
祭り、スポーツ大会等のイベント開催 など

6※太字の活動に対して，補助制度を設けています。
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行政連絡業務交付金
市が町会等に依頼している行政連絡業務について，
行政連絡業務交付金を各町会に毎年交付しています。

【市が町会等に依頼する主な事項】
〇行政連絡資料の配布・回覧・掲示
→奇数月に１回，市民活動支援課より行政連絡便をお届けしています

〇各種委員の推薦（民生委員・投票立会人等）
〇防火及び防犯の推進
〇ごみ集積場の管理と資源回収
〇共同募金等への協力

７月１日 行政連絡便
必要回覧数の発送を再開

7

再開

行政連絡業務交付金
交付金額は，町会の世帯数に基づき以下のように算出されます。

①均等割 ４００世帯ごとに１７，５００円

②世帯割 世帯数×３００円

③自主防災組織
運営加算

・４４９世帯まで
基本額２０，０００円
・４４９世帯超
基本額＋（４４９を超える５０世帯ごとに１，０００円加算）
※上限４０，０００円

④K-Net等運営
（地域見守り）加算

２０，０００円（３回まで）※加算要件あり

8
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行政連絡業務交付金
世帯数等報告書などを御提出いただき，交付します。

3月 4月 5月 6月 7月 8月

1.申請書提出

2.事務処理

3.振込通知書
送付

4.交付金振込

3/1行政連絡便
5/31提出締切

市役所事務

市

市

申請書がお手元に届いてから交付されるまでの流れ

行政連絡便:奇数月1日（1月のみ15日）に、市民に対する周知を目的として、
市から町会等に対して配布・回覧・掲示いただくことを想定して発送する文書一式のこと 9

防犯灯補助金（概要）
防犯灯は，道路を照らすもので，夜間における犯罪発生防止，
通行の安全を図ることを目的として設置するものです。

・防犯灯維持費補助金
→電気料金

・防犯灯設置費補助金
→灯具と柱の新設

・防犯灯修繕費補助金
→灯具と柱等の交換，修理等

10
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防犯灯補助金（補助額）

一灯あたりの年間補助金額

LED
防犯灯

10Wまで １，９５０円

10～20Wまで ２，７７０円

上記以外の防犯灯 ４，４００円

設置方法 照明器具の種類 補助金額

電柱等
共架

LED 上限３０，０００円

LED以外 上限２０，０００円
（補助率50%)

専用柱 LEDと独立柱 上限５０，０００円

◆防犯灯維持費補助金

◆防犯灯設置費補助金

♦防犯灯修繕費補助金
修繕内容 照明器具の種類 補助金額

灯具の交換 LED以外の
防犯灯 ２０，０００円

LED防犯灯 ３０，０００円

専用柱の改修 ２０，０００円

灯具工事(移設等) ２０，０００円

配線工事関係 ２０，０００円

補助額は，電気料金の変動に比例して算定

補助項目と補助額の見直しを行いました。

11

防犯灯補助金（維持費）

5月 6月 7月 3月 4月

1.申請書提出

2.交付決定
通知書送付

3.請求書提出

4.振込

5.実績報告書
提出

5/1行政連絡便
6/30提出締切

市役所事務

申請書がお手元に届いてから交付されるまでの流れ

町会

市

決定通知後提出

12
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防犯灯補助金（設置・修繕費）

5月 6月 7月 2月 3月

1.申請書提出

2.交付決定
通知書送付

3.実績報告書
提出

4.確定通知書
送付

5.請求書提出

6.振込

5/1行政連絡便
6/30一次提出締切

以降適宜

市役所事務

工事実施後
提出

市役所事務

市役所事務

工事実施後
提出

申請書がお手元に届いてから交付されるまでの流れ

13

地域活動支援補助金 ＋10（プラステン）
地域課題の解決に積極的に取り組む地域団体の活動へ補助金を交付

補助金額 限度額 対象経費 回数

【１回目】
対象経費の
９／１０の額

１００，０００円

謝礼金・消耗品・備品
印刷・コピー・通信費・会場
使用料・委託料・交通費

※人件費・食糧費・事務所の賃借
料を除く
※対象事業に要する経費のうち，
柏市地域活動支援補助金（＋１
０）選考委員会の審査等で当該事
業の経費として適切と認められた
もの

同一分野での
補助対象事業
につき
３回まで

【２回目】
対象経費の
８／１０の額

【３回目】
対象経費の
８／１０の額

令和６年度募集:令和５年９月１日の行政連絡便にて案内 14
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その他補助金
補助金名称 補助金交付概要 補助対象金額

自主防災組織設立補助金
大規模災害等を想定し、町会等の
単位で自主的に防災活動を行う組
織の設立に対して交付するもの

基本額:100,000円
加算金:100世帯を超える世帯数×100円
を基本額に合算して算出

掲示板補助金
（設置・修繕）

行政連絡物等、地域に必要な情報
を掲示しておくために設置する掲
示板の新設及び修繕に伴い発生す
る費用に対して交付するもの

設置:1基当たり設置費用の50%
上限40,000円

修繕:1基当たり修繕費用の50%
上限20,000円

ふるさとセンター
整備事業補助金

地域のコミュニティ活動の拠点と
なる集会施設を整備する際に交付
するもの

全て対象事業費の50%
新築/建替 :上限1,500万円
中古住宅購入 :上限1,500万円
借り上げ(集会所・事務所等)

:上限 48万円
用地取得 :上限2,000万円
修繕・バリアフリー :上限 100万円

15

加入促進

ダウンロードはこちら
（柏市HP）

チラシのデザイン改訂

訪問担当者向けに作成

（裏）（表）

☞ 16

役員向けに作成

・加入促進ハンドブック

・加入促進チラシ（５か国語）
日本語版は，各町会事に編集可能・加入促進手引き
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ICT活用講座（基礎編＆応用編）
「柏市地域協働を考える会」と共に，ICT活用講座を開講します!

令和5年度

時期 講座名 内容

７月 ICT活用講座・基礎編 町会等活動にICTを活用し、
何が変わるのか?

１１月 ICT活用講座・実践編
ICT活用を実践し、町会等活
動に活かす
（各町会等にも事例を伺います）

詳細やお申し込みについては，
開催時期が近づきましたら別途お知らせします。

17

本日案内
配布

<参考>年間行事予定（対市役所）
市役所と会⾧とのやりとりは、下表のとおり大きく4種類に分類されます

令和5年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月

1. 補助金・交付金 資源品回収報
償金(下期分)

行政連絡
業務交付金 防犯灯関連

2. 委員選出依頼 8/6市議選の
選挙立ち合い人

3. 会議等 町会⾧等会議 K-Net説明会

4. 行政連絡便 5月1日便 7月1日便 9月1日便

令和5年度 10月 11月 12月 1月 2月 3月

1.補助金・交付金 資源品回収報
償金(上期分)

防犯灯維持費
実績報告

2. 委員選出依頼 防災推進員

3. 会議等

4. 行政連絡便 11月1日便 1月15日便 3月1日便
18
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<参考>各種委員の推薦
町会には、様々な職務を担った委員が存在しており、任期ごとに推薦
依頼をしております

委員名称
（担当課） 主な職務 任期 依頼時期

防災推進員（防災安全課）
※自主防災組織のある町会等のみ

1 自主防災組織への知識及び技術の普及
2 地区災害対策本部と自主防災組織の

災害情報伝達
1年 例年3月頃

市民健康づくり推進員
（地域保健課）

1 市民の生涯を通じた健康づくりの実施
2 妊婦、赤ちゃん声掛け訪問

3年 改選前年の
10月頃

投票立会人
（選挙管理委員会）
※選挙区に該当する町会等のみ

1 投票所の投票立会い 選挙ごと 投票日の
1～２か月前

その他 5年に一度の国勢調査員，民生委員 など 19

<参考>相談窓口のご紹介

内容 担当 電話番号等

町会等の補助金
活動全般やどこに相談してよいか分からない
活動事例，町会運営

市民活動支援課
柏市地域協働を考える
会

7167-1126
7174-2483

防犯・防災 防災安全課 7167-1115

ごみの出し方
ごみ集積所の管理 環境サービス課 7167-1139

空き家対策 住宅政策課 7167-1147

20
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１

町会主体の地域コミュニティ交通
「買い物支援タクシー」のご紹介

令和5年6月17日
土木部 交通政策課

04-7167-1219

１

とねっこタクシー［買い物支援タクシー］
Ｒ３年１０月～

かしわ乗合ジャンボタクシー［コミバス］
Ｈ１７年９月～

カシワニクル［予約型相乗りタクシー］
Ｈ２５年１月～

やよいタクシー［買い物支援タクシー］
Ｒ５年夏頃運行開始予定（認可申請中）

公共交通空白不便地域とは

・駅から800ｍ（柏駅，柏の葉キャンパス駅は1㎞）の範囲より外側の地域
・バス停から300ｍの範囲より外側の地域

 南部地域で「かしわ乗合ジャンボタクシー」，東部地域で「カシワ二クル」を運行中。

 その他の公共交通空白不便地域（11地域）では，該当町会にご協力いただき，日常の
移動（買物・通院）に関するアンケート調査を実施。（Ｒ２～R３年度）

市内に点在する公共交通空白不便地域への対応

公共交通空白不便地域

２
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【事例紹介】 利根町会の買物支援タクシー実証実験「とねっこタクシー」

行き先 運行日 行き 帰り 滞在時間 運賃

モラージュ柏 第１,３,５火曜日 10時発 12時発 約1時間45分 往復５００円（現金支払い）

マミーマート柏根戸店 第２,４火曜日 10時発 11時発 約50分 〃

とねっこタクシーの運行ポイント

• 町会主体による運営（市は技術面・金銭面でサポート）

• 日常生活で外出頻度の多い買い物が目的（行き先は最寄りの商業施設，モラージュ柏とマミーマート柏根戸店）

• 運行日は毎週火曜日 。乗車料金は往復500円/人（現金払い）

• 往路は町会内の集合場所で乗車（予約なしで利用可），復路は自宅まで送迎（重い荷物でも大丈夫）

• 町会員以外の方も利用可能（町会員以外の方は復路は集合場所で下車）

利根町会

マミーマート
柏根戸店

モラージュ柏
第１,３,５火曜日

第２,４火曜日

３

地域コミュニティ交通（買い物支援タクシー）にご興味のある町会はご相談ください

交 通 政 策 課

• 鉄道や路線バスが運行していない「公共交通空白不便地域」が対象エリアです。

• 行き先やルートの設定にあたっては，既存の路線バスと競合しないことが条件です。

• 日常生活に不可欠な移動手段として，より多くの方にご利用いただけることが必要です。

• 運営主体は町会に担っていただき，市は技術面や金銭面でサポートします。

地域コミュニティ交通にご興
味のある町会は交通政策課ま
でご相談ください。

Tel：04-7167-1219（直通)

買物支援タクシーの実施体制（町会・タクシー会社・市の役割分担）

町会
（運営主体）

タクシー会社
（車両運行）

市
（サポート）

・定期運行，追加配車連絡
・利用者数確認

・利用者アンケートの確認
・実証運行継続の判断
・運行費用の一部補助

・利用案内チラシ作成・配布，利用促進
・利用者アンケートの実施，集計
・運行内容の見直し検討

・運行，料金支払いに
関する協定締結

・運行内容の見直し，
変更，検討の相談

・利用状況報告

・運行内容の見直しの助言
・見直し案の提案

４
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柏地域・沼南地域の

「ごみの分別名称」と「指定ごみ袋」の統一

環境部 廃棄物政策課
04-7167-1140

令和５年６月17日

＜概要＞

平成17年の合併前から現在まで，柏地域のごみは柏市が処理を行い，
沼南地域のごみは柏・白井・鎌ケ谷環境衛生組合が処理を行っているため，
柏・沼南の両地域で分別や収集のルールが異なっています。

まずは，市民の皆さんの生活への影響が比較的少なく，利便性も高まる
「ごみの分別名称」と「指定ごみ袋」から統一を進めます。

１

項 目 柏地域 沼南地域 統一後

主なごみの
分別名称

「可燃ごみ」 「燃やすごみ」 「可燃ごみ」

「不燃ごみ」 「燃やさないごみ」 「不燃ごみ」

「容器包装プラスチック類」 「プラスチック系ごみ」
（容器包装プラスチック類） 「容器包装プラスチック類」

「資源品」 「資源ごみ」 「資源品」

「粗大ごみ」 「粗大ごみ」 「粗大ごみ」

指定
ごみ袋

色 可燃ごみ:ピンク
容プラ類:黄

燃やすごみ:白
プラ系ごみ:ピンク

可燃ごみ:ピンク
容プラ類:黄

形状 ①マチ・持ち手あり ②マチ・持ち手なし ①マチ・持ち手あり
②マチ・持ち手なし

素材 ①低密度ポリエチレン製
（やわらかく伸びやすい）

②高密度ポリエチレン製
（かたく伸びにくい）

①低密度ポリエチレン製
②高密度ポリエチレン製

販売 10枚セット販売 20枚セット販売 10枚セット販売
50枚セット販売

「ごみの分別名称」と「指定ごみ袋」の統一について（令和６年４月１日から予定）

!

今後，広報かしわや市のホームページ等で市民の皆さんにお知らせしていきます。
※ 沼南地域にお住まいの皆様には，戸別ポスティングによるお知らせ文の配布を予定しています。

!

「ごみの分別名称」は，柏地域の名称に統一します。

「指定ごみ袋」は，袋の色を柏地域のものに統一します。

２
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低密度ポリエチレン製

マチあり

持ち手
あり

持ち手
なし

マチなし

高密度ポリエチレン製

柏地域 「可燃ごみ」

沼南地域 「燃やすごみ」

可燃ごみ（燃やすごみ）の統一について（令和６年４月１日から予定）

統一後 「可燃ごみ」 に名称を統一

低密度ポリエチレン製

マチあり

持ち手
あり

令和６年４月から
両地域で，どちらのタイプの
指定ごみ袋も使用可能!

高密度ポリエチレン製

持ち手
なし

マチなし 沼南地域の袋は，色を変更（白⇒ピンク）
※印刷文字を柏地域に合わせるとともに，
「（柏地域・沼南地域共通）」を表示

柏地域の袋は，これまでと大きな変更なし
※印刷文字に
「（柏地域・沼南地域共通）」を追加

※在庫がなくなるまでは，現在の指定ごみ袋を
ご利用いただいても構いません。

色＝ピンク 色＝ピンク

色＝白 色＝ピンク

変更

３

低密度ポリエチレン製

マチあり

持ち手
あり

持ち手
なし

マチなし

高密度ポリエチレン製

柏地域 「容器包装プラスチック類」

沼南地域

容器包装プラスチック類（プラスチック系ごみ）の統一について（令和６年４月１日から予定）

統一後 「容器包装プラスチック類」 に名称を統一

低密度ポリエチレン製

マチあり

持ち手
あり

高密度ポリエチレン製

持ち手
なし

マチなし

「プラスチック系ごみ」

令和６年４月から
両地域で，どちらのタイプの
指定ごみ袋も使用可能!

沼南地域の袋は，色を変更（ピンク⇒黄）
※印刷文字を柏地域に合わせるとともに，
「（柏地域・沼南地域共通）」を表示

柏地域の袋は，これまでと大きな変更なし
※印刷文字に
「（柏地域・沼南地域共通）」を追加

※在庫がなくなるまでは，現在の指定ごみ袋を
ご利用いただいても構いません。

色＝黄 色＝黄

色＝ピンク 色＝黄

変更

４
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空家対策について

令和５年６月17日

都市部住宅政策課

１

空家の写真（特定空家 令和4年解体済）

２
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空家の実態調査結果

実態調査で把握した空家等件数（5年前の調査時との比較）

調査年度 空家等総数 空家等 特定空家等(候補)

平成２９年度 １,６３１件 １,４０５件 ２２６件

令和４年度 １,７３９件 １,３６７件 ３７２件

増 減 +１０８件 −３８件 +１４６件

３

空家対策の取組み（１/2)
・ 通報等のあった空家の所有者への指導

⇒職員が現地調査を行い，空家法に基づき所有者への指導を行います。

・ 相続人不存在の空家対策

⇒物件の状態や換価性等を考慮の上，対象物件を選定し実施します。

①現地調査
②所有者情
報取得

③文書通知

①戸籍調査(相続人
不存在を確認）

②裁判所へ相続財
産清算人選任申立

③空家，敷地等処
分後に国庫帰属

４
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空家対策の取組み(2/2)
・ 空家所有者向けの専門家の無料相談窓口(柏市空家相談員制度）

司法書士，建築士，宅地建物取引士などの専門家が相談員と
して空家所有者からの相談を受け付けます。
（相談後、個別に業務を依頼される場合は有料となります。）

• 空家相談会・勉強会（職員による出前講座）

町会やサークルなどからのご希望
により適宜行っております。

(出前講座の様子）
５

最後に

・空家問題⇒「身近な地域のコミュニティの問題」
所有者等と地域住民が連携して解決する仕組みが地域での負

担軽減につながります。

・地域でできること（例）

空家の所有者等の連絡先を把握しておく。
（所有者等と連絡が取れる状態を維持し，地域からのお知ら
せなども連絡できる良好な関係を築くことはお互いにとって
もメリットがあります。）

・空家の相談窓口

都市部住宅政策課 電話 ０４−７１６７−１１４７（直通）
６


